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序

章

は
じ
め
に

二
〇
〇
五
年
八
月
、
米
国
の
五
大
会
計
事
務

１
）

所
で
あ
る
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
が
、
不
正
な
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
（ta

x sh
el

２
）

ter

）
を
一
九
九

六
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
、
お
よ
そ
三
五
〇
人
ほ
ど
に
提
供
し
、
大
陪
審
の
捜
査
を
受
け
た
と
報
じ
ら
れ
た
。
最
終
的
に
Ｋ
Ｐ
Ｍ

Ｇ
は
司
法
当
局
と
四
億
五
六
〇
〇
万
ド
ル
（
約
五
〇
〇
億
円
）
で
和
解
し
事
件
は
終
結
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー

法
（
Ｓ
Ｏ
Ｘ

３
）

法
）
の
立
法
に
よ
り
信
頼
を
回
復
し
て
い
た
米
国
の
会
計
制
度
に
対
す
る
不
信
を
呼
び
起
こ
し
、
エ
ン
ロ
ン
事
件
に
端
を
発

し
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
た
ア
ー
サ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
セ
ン
の
二
の
舞
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
米
国
が
直
面
し
て
い
る
租
税
問
題
を
露
に
す

る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

問
題
と
な
っ
た
ス
キ
ー
ム
は
、B

o
n
d L

in
k
ed Issu

e P
rem

iu
m
 
S
tru
tu
re

（
通
称
、B

lip
s

）、F
o
reig

n L
ev
era

g
ed In

v
estm

en
t
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節
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Ｒ
Ｃ
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Ｒ
Ｃ
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概
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延
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概
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三
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㈠

損
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収
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損
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P
ro
g
ra
m

（
通
称
、F

lip

）、O
ffsh

o
re P

o
rtfo

lio In
v
estm

en
t

（
通
称
、O
p
is

）
の
三
つ

４
）

で
、
い
ず
れ
も
「
課
税
繰
延

５
）

べ
」
の
手
法

を
何
ら
か
の
形
で
取
り
入
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

今
日
、
米
国
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
が
社
会
問
題
化
し
て
お
り
、「
課
税
繰
延
べ
」
は
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル

タ
ー
を
巡
る
問
題
と
し
て
米
国
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

ま
た
、
税
制
問
題
と
並
び
称
さ
れ
る
年
金
問
題
に
お
い
て
も
、
ネ
ス
ト
エ
ッ
グ
（n

est eg
g

）
と
呼
ば
れ
る
老
後
に
備
え
る
年
金
等
に

お
い
て
、
４
０
１
Ｋ
プ
ラ

６
）

ン
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
（
個
人
退
職
口
座
｜In

d
iv
id
u
a
l R
etirem

en
t A

cco
u

７
）

n
t

）
等
が
「
課
税
繰
延
べ
」
を
利
用
し
た

制
度
と
し
て
、
米
国
に
お
い
て
広
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
の
事
例
が
次
第
に
増
加
し
て
き
て
お
り
、
平
成
一
四
年
に
は
各
国
税
局
に
「
国

際
化
対
応
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
の
解
明
等
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
税
制
問
題
に
関
し
て
も
、
税
収
は
平
成
三
年
以
降
減
り
続
け
、
平
成
一
八
年
度
の
総
予
算
に
占
め
る
割
合
は
一
七
年
度
よ
り
増

加
し
た
も
の
の
五
七

六
％
に
止
ど
ま
っ
て
お

８
）

り
、
政
府
は
財
政
改
革
を
推
し
進
め
、
戦
後
一
貫
し
て
取
り
続
け
て
き
た
社
会
資
本
整
備
の

た
め
の
公
共
投
資
に
よ
る
景
気
政
策
か
ら
、
急
速
に
進
む
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
た
社
会
政
策
へ
対
応
す
る
税
制
の
模
索
を
行
っ
て
い

９
）

る
。こ

の
よ
う
な
経
済
状
況
、
税
制
問
題
に
対
し
「
課
税
繰
延
べ
」
が
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
や
租
税
回
避
に
利
用
さ
れ
る
と
、
富
裕
層

の
実
効
税
率
が
低
下
し
、
垂
直
的
公
平
が
害
さ
れ
、
ま
た
制
度
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
き
は
課
税
ベ
ー
ス
を
巡
る
問
題
と
し
て
租
税
原

10
）

則

と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
「
課
税
繰
延
べ
」
の
基
本
的
な
制
度
の
理
論
的
研
究
さ
え
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い

11
）

る
。
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そ
こ
で
、
本
論
文
は
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
古
く
か
ら
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
、
公
用
収
用
に
お
け
る
損
失
補
償
金
の
課
税
繰

延
べ
規
定
の
解
釈
原
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
従
来
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
公
用
収
用
の
課
税
繰
延
べ
規
定
の
意
義
や
理
論
的
根
拠
が

明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
解
釈
原
理
は
租
税
特
別
措
置
法
と
い
う
立
法
形
式
の
み
に
と
ら
わ
れ
、
課
税
に
対
す
る
特
例
措
置
と
理
解

し
、
厳
格
か
つ
限
定
的
に
行
う
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
通
説
・
判
例
の
立
場
に
対
し
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
課
税
繰
延
べ
の
意
義
、

理
論
的
根
拠
を
探
り
そ
れ
を
も
と
に
、
新
た
な
解
釈
原
理
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
、
第
一
章
に
お
い
て
は
「
課
税
繰
延
べ
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
、
第
二
章
、
第
三
章
に
お
い
て

は
日
米
両
国
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
課
税
繰
延
べ
制
度
と
そ
の
沿
革
を
論
じ
る
。
続
く
第
四
章
に
お
い
て
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延

べ
の
解
釈
原
理
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
一
試
論
を
提
示
す
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
公
用
収
用
に
か
か
る
課
税
繰
延
べ
規
定
で
あ
る
租
税
特
別
措
置
法
は
、「
隠
れ
た
補
助
金
」と
い
う
行
政
法
学
者
の
批
判
も
あ

12
）

り
、

課
税
繰
延
べ
規
定
の
解
釈
と
そ
の
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
延
い
て
は
収
用
と
課
税
と
い
う
二
つ
の
行
政
処
分
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注１
）

米
国
の
五
大
会
計
事
務
所
（
通
称
ビ
ッ
グ
５
）
は
、
プ
ラ
イ
ス
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
・
ク
ー
パ
ー
ス
、
ア
ー
ン
ス
ト
・
ヤ
ン
グ
、
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
、
デ
ロ
イ
ト
・

ト
ゥ
ー
シ
ュ
、
ア
ー
サ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
セ
ン
を
指
し
て
い
た
が
、
ア
ー
サ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
セ
ン
は
二
〇
〇
二
年
に
廃
業
し
現
在
は
四
大
会
計
事
務
所
と
な
っ

て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
四
大
会
計
事
務
所
は
新
日
本
監
査
法
人
、
あ
ら
た
監
査
法
人
、
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ
、
あ
ず
さ
監
査
法
人
で
そ
れ
ぞ
れ
米
国
の

会
計
事
務
所
と
積
極
的
に
業
務
提
携
を
行
っ
て
い
る
。

（
２
）

タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
と
は
、
一
般
に
税
法
の
各
種
の
規
定
を
利
用
し
、
い
わ
ゆ
る
「
課
税
逃
れ
商
品
」
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
法
的
に
課

税
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ス
キ
ー
ム
と
し
て
最
も
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
課
税
繰
延
べ
制
度
で
あ
る
。
最
近
の
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル

タ
ー
の
事
例
と
し
て
、
エ
ン
ロ
ン
、
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
事
件
等
が
あ
り
、
こ
の
事
件
が
議
会
や
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
の
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
規
制
強
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化
へ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
全
般
の
解
説
と
し
て
は
多
数
の
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、代
表
的
な
も
の
と
し
て
中
里
実『
タ
ッ

ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
）
参
照
。

（
３
）

S
a
rb
a
n
es-O

x
ley a

ct

は
、
エ
ン
ロ
ン
・
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
事
件
な
ど
の
不
正
会
計
問
題
で
二
〇
〇
二
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
、
連
邦
証
券
法
（
一

九
三
三
年
）、
証
券
取
引
所
法
（
一
九
三
四
年
）
以
来
の
大
改
革
法
と
言
わ
れ
て
い
る
。
正
式
名
称
は
「P

u
b
lic C

o
m
p
a
n
y A

cco
u
n
tin
g R

efo
rm
 
a
n
d

 
In
v
esto

r P
ro
tectio

n A
ct o

f 2002

」。
略
称
は
法
案
提
出
者
のP

a
u
l S
a
rb
a
n
ces

上
院
議
員
及
びM

ich
a
el G

.
O
x
ley

下
院
議
員
の
名
前
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
企
業
改
革
法
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。
全
一
一
章
六
九
条
の
構
成
で
上
場
会
社
会
計
監
視
審
議
会
（
Ｐ
Ｃ
Ａ
Ｏ
Ｂ
）
設
置
、

監
査
人
の
独
立
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
拡
大
、
内
部
統
制
の
義
務
化
、
経
営
者
の
不
正
行
為
に
対
す
る
罰
則
強
化
、
内
部
告
発
者
の
保
護
等
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
金
融
庁
で
同
様
の
法
律
の
立
法
を
進
め
て
い
る
。

（
４
）

B
lip
s

は“
lo
ss g

en
era

to
r ”

と
呼
ば
れ
、
七
％
の
名
目
上
の
損
失
を
作
る
外
形
上
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
を
設
立
し
課
税
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
分
配
を
利
用
し
た
ス

キ
ー
ム
で
、F

lip

、O
p
is

は
ケ
イ
マ
ン
諸
島
を
利
用
し
た
外
国
事
業
体
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。

（
５
）
「
課
税
繰
延
べ
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
り
「
課
税
繰
り
延
べ
」、「
課
税
繰
延
」
等
の
表
記
が
あ
る
が
、
法
律
、
会
計
等
の
分
野
に
よ
っ
て
も
特

に
区
別
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
本
論
文
に
お
い
て
は
税
制
調
査
会
等
議
事
録
等
、
政
府
機
関
が
使
用
す
る
表
記
「
課
税
繰
延
べ
」
を
使
用

す
る
。

（
６
）

正
式
に
は
４
０
１
（
ｋ
）
で
内
国
歳
入
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
４
０
１
条
（
ｋ
）
に
由
来
す
る
従
業
員
退
職
給
付
プ
ラ
ン
。
加
入
者
に
対
し
て
は
課
税
繰
延
べ
、

事
業
主
は
拠
出
金
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
４
０
１
ｋ
に
関
す
る
文
献
は
多
数
あ
る
が
、
例
え
ば
浦
田
春
河
『
４
０
１
（
Ｋ
）
プ
ラ
ン
｜
ア
メ
リ

カ
の
確
定
拠
出
年
金
の
す
べ
て
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
八
）
等
が
詳
し
い
。

（
７
）

企
業
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
者
の
確
定
拠
出
年
金
（
従
来
型
Ｉ
Ｒ
Ａ
）
で
、
４
０
１
ｋ
を
脱
退
し
た
者
の
資
産
移
転
も
担
っ
て
い
る
（
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー

Ｉ
Ｒ
Ａ
）。
４
０
１
ｋ
同
様
課
税
繰
延
べ
の
優
遇
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）

平
成
一
八
年
度
予
算
の
、
租
税
及
び
印
紙
収
入
予
算
額
は
、
四
五
八
、七
八
〇
億
円
。
公
共
事
業
費
は
一
七
年
は
一
六
年
度
よ
り
三

六
％
削
減
し
七
五
、三

一
〇
億
円
、
一
八
年
は
さ
ら
に
減
少
し
七
二
、〇
一
五
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
十
九
年
、
二
〇
年
の
総
予
算
に
対
す
る
税
収
割
合
は
両
年
と
も
六
四

五
％
と
増
加
。
公
共
事
業
費
は
十
九
年
以
降
七
兆
円
を
下
回
っ
て
い
る
。
平
成
一
八
年
予
算
の
詳
細
は
財
務
省
広
報
誌
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
』
四
八
三
巻
（
大

蔵
財
務
協
会
、
二
〇
〇
六
）
参
照
。

（
９
）

国
の
予
算
に
占
め
る
「
一
般
会
計
公
共
事
業
関
係
費
」
は
バ
ブ
ル
期
に
比
し
て
も
、
相
対
的
に
そ
の
比
率
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
統

計
の
「
政
府
固
定
資
本
形
成
費
」
は
公
共
事
業
に
必
要
な
損
失
補
償
金
（
用
地
費
・
補
償
費
）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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財
政
構
造
改
革
と
税
制
に
つ
い
て
は
、
特
集
「
財
政
構
造
改
革
と
税
制
」
Ｊ
Ｔ
Ｒ
Ｉ
税
研
九
七
号
一
八
頁
（
財
団
法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇

一
）
参
照
。

内
閣
府
（
共
生
社
会
政
策
統
括
官
）
は
少
子
高
齢
化
社
会
に
む
け
て
「
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
」（
平
成
一
五
年
法
律
第
一
三
三
号
）、「
少
子
化
社
会
対

策
大
綱
」（
平
成
一
六
年
六
年
四
日
閣
議
決
定
）「
高
齢
社
会
対
策
基
本
法
」（
平
成
七
年
法
律
第
一
二
九
号
）、「
高
齢
社
会
対
策
大
綱
」（
平
成
一
三
年
一
二

月
二
八
日
閣
議
決
定
）
を
策
定
し
そ
の
対
策
を
示
し
て
お
り
、
財
務
省
は
平
成
三
七
年
に
は
、
勤
労
世
代
（
二
〇
〜
六
四
歳
）
二
人
が
高
齢
者
（
六
五
歳
〜
）

一
人
を
支
え
る
社
会
保
障
、
財
政
構
造
、
税
制
の
構
築
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
財
務
省
広
報
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
税
の
は
な
し
を
し
よ
う
」
平
成
一
六

年
一
〇
月
）。
平
成
三
七
年
の
数
値
は
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
」（
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
に
よ
る
）。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
戦
後
税
制
を
直
接
税
中
心
主
義
に
導
い
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
で
に
高
齢
化
社
会
と
な
っ
て

い
る
欧
州
は
間
接
税
中
心
主
義
で
あ
り
、
直
接
税
中
心
で
は
世
代
間
の
負
担
の
不
均
衡
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
課
税
繰
延
べ
等
も
間
接
税
中

心
主
義
の
も
と
で
そ
の
実
行
は
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
今
日
的
評
価
に
つ
い
て
は
、
特
集
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
か
ら
二
一
世
紀
へ
」
Ｊ
Ｔ

Ｒ
Ｉ
税
研
八
八
号
二
〇
頁
（
財
団
法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
）
参
照
。

（
10
）

税
制
の
準
拠
基
準
と
し
て
、
英
国
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

.
S
m
ith

）
の
租
税
四
原
則
、
ド
イ
ツ
の
ワ
グ
ナ
ー
（A

d
o
lf H

ein
rich G

o
tth
ilf

）
の
九
原

則
、
米
国
の
マ
ス
グ
レ
ィ
ブ
（R

.
M
u
sg
ra
v
e

）
の
七
原
則
等
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
税
制
改
革
法
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
三
〇

日
法
律
第
一
〇
七
号
）
第
三
条
に
お
い
て
、
税
制
改
革
の
基
本
理
念
と
し
て
、
①
公
平
、
②
中
立
、
③
簡
素
の
三
つ
の
原
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）

水
野
忠
恒
『
租
税
法
』
三
九
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）
。

（
12
）

宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
五
一
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
）
。

第
一
章

課
税
繰
延
べ
制
度
の
意
義

現
在
の
租
税
制
度
に
お
い
て
、
所
得
が
課
税
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
何
の
異
論
も
な

１
）

い
。
し
か
し
、
こ
の
所
得
を
巡
る
様
々
な

議
論
が
、
今
日
の
租
税
法
に
お
け
る
問
題
提
起
と
し
て
の
起
爆
剤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
所
得
課
税
の
時
期
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（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
の
問
題
と
し
て
、
課
税
繰
延
べ
制
度
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

そ
も
そ
も
課
税
時
期
の
問
題
は
、
課
税
庁
に
と
っ
て
は
徴
収
手
続
き
、
課
税
ベ
ー
ス
、
歳
入
上
の
問
題
等
と
関
係
し
、
納
税
者
に
と
っ

て
は
担
税
力
、
資
産
の
形
成
・
運
用
等
に
も
影
響
を
与
え
る
税
制
上
の
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
課
税
繰
延
べ
」
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
租
税
法
上
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
の
か
明
確
に
し
、
そ
れ
が
租
税
法
上
容
認
さ
れ
る
場
合
と
し
て

の
基
準
と
な
る
べ
き
定
義
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

第
一
節

課
税
繰
延
べ
の
概
要

課
税
繰
延
べ
制
度
の
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
り
、「
課
税
繰
延
べ
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
所

得
が
課
税
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
疑
い
の
余
地
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
所
得
」概
念
は
、
多
義
的
で

あ
り
統
一
さ
れ
た
概
念
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
に
「
所
得
」
と
い
う
概
念
は
、
租
税
法
固
有
の
概
念
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
か

ら
の
借
用
さ
れ
た
概
念
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
わ
が
国
の
税
法
に
お
い
て
は
、
法
律
上
「
所
得
」
を
定
義
し
た
規
定
は
な

２
）

い
。
ま

た
、
米
国
の
内
国
歳
入
法
（IR

C
:
In
tern

a
l R
ev
en
u
e C

o
d
e

）
も
、
同
様
に
そ
の
定
義
規
定
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
租
税

法
に
お
け
る「
所
得
」の
定
義
は
も
っ
ぱ
ら
、
経
済
学
、
会
計
学
等
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
法
解
釈
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。

⒜

経
済
学
上
の
所
得
概
念

経
済
学
上
、
今
日
「
所
得
」
概
念
を
大
別
す
れ
ば
、「
消
費
（
支
出
）
型
所
得
概
念
」
と
「
取
得
（
発
生
）
型
所
得
概
念
」
に
大
別
さ
れ
、

後
者
は
さ
ら
に
「
制
限
的
所
得
概
念
」
と
「
包
括
的
所
得
概
念
」
に
二
分
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

３
）

る
。
現
在
、
世
界
的
に
は
「
包
括
的

所
得
概
念
」
に
よ
り
「
所
得
」
を
定
義
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
な
基
礎
と
な
っ
た
も
の
が
ド
イ
ツ
の
シ
ャ
ン
ツ
（S

ch
a
n
z

）
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が
体
系
化
し
た
「
純
資
産
増
加
説
」
で
あ
り
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
イ
グ
（H

a
ig

）、
サ
イ
モ
ン
ズ
（S

im
o
n
s

）
に
引
継
が
れ
、
Ｓ
｜
Ｈ

｜
Ｓ
の
定
義
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
な

４
）

る
。

⒝

会
計
学
上
の
所
得
概
念

一
方
会
計
学
は
、
経
済
活
動
を
数
量
（
貨
幣
）
化
す
る
学
問
で
あ
り
、「
所
得
」
の
定
義
は
費
用
・
収
益
の
計
上
原
則
が
担
う
こ
と
と
な

る
。
今
日
、
費
用
・
収
益
の
期
間
帰
属
に
つ
き
、「
認
識
」
と
「
測
定
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
「
所
得
」
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い

５
）

る
。

⒞

課
税
繰
延
べ
と
そ
の
他
の
概
念

こ
の
よ
う
な
「
所
得
」
を
課
税
の
対
象
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
最
終
的
に
は
立
法
政
策
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
理
論
的
に
は
課
税
物
件

と
し
て
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
課
税
物
件
と
は
、
課
税
の
対
象
と
な
る
事
物
や
行
為
を
指
す
が
、「
所
得
」も
そ
の
対
象
物
件
で
あ
る
。
し

か
し
、
様
々
な
理
由
に
よ
り
、
課
税
物
件
か
ら
除
か
れ
る
も
の
が
存
在
し
（
課
税
除
外
）、「
課
税
繰
延
べ
」
は
こ
の
よ
う
な
概
念
に
属
す

る
の
か
、
ま
ず
最
初
に
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

課
税
除
外
に
該
当
す
る
租
税
法
上
の
概
念
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
。
①
租
税
免
除（
免
税
）、
②
非
課
税
、
③
不
課

税
。
こ
れ
ら
の
概
念
と
「
課
税
繰
延
べ
」
と
の
違
い
を
考
察
し
、「
課
税
繰
延
べ
」
の
意
味
を
定
義
す
る
こ
と
と
す
る
。

租
税
免
除
と
は
、
本
来
な
ら
課
税
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
政
策
そ
の
他
の
見
地
か
ら
特
に
課
税
を
免
除
す
る
こ
と
を
い
う
。

租
税
免
除
は
通
常
、
納
税
義
務
者
に
行
政
法
上
の
申
告
又
は
、
申
請
等
の
手
続
き
を
課
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

そ
れ
に
比
し
、
非
課
税
と
は
法
律
上
当
然
に
、
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
上
の
効
果
は
何
等
の
手
続

き
を
経
ず
し
て
、
当
然
に
課
税
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
非
課
税
の
根
拠
と
し
て
は
、
種
々
の
非
課
税
規
定
か
ら
、
次
の
よ
う
な
理

由
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
事
が
で
き
る
。
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一
つ
に
は
課
税
物
件
の
性
格
や
担
税
力
に
基
づ
く
も

６
）

の
、
さ
ら
に
は
公
益
的
見
地
や
社
会
、
経
済
、
文
化
、
厚
生
等
の
各
政
策
上
の
見

地
か
ら
認
め
ら
れ
る
も

７
）

の
、
そ
し
て
二
重
課
税
の
排
除
そ
の
他
課
税
技
術
上
の
考
慮
に
基
づ
く
も
の
な

８
）

ど
、
一
様
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
不
課
税
と
は
、
特
に
消
費
税
法
に
お
い
て
消
費
税
対
象
外
の
行
為
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
租
税
が
課
せ
ら
れ
な
い
各
種
の
措
置
と
、「
課
税
繰
延
べ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
そ
の
年
度
に
お
い
て
租
税
が
賦
課
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
課
税
除
外
と
同
様
の
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
課
税
繰
延
べ
」
は
あ
く
ま
で
も
課
税
の
機
会
（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
を
延
長
す
る
と
い
う
効
果
で
あ
っ
て
、
永
久
的
に
課
税
を
免
れ

る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
、
そ
の
年
度
に
納
税
（
申
告
）
義
務
は
成
立
し
て
い
る
が
、
様
々
な
理
由
に
よ
り
、
申
告
の
時
期
が
延
ば
さ
れ
る
申
告
期
限
の

延
長
と
も
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
を
前
提
と
し
て
、「
課
税
繰
延
べ
」
概
念
の
定
義
を
考
慮
す
る
と
、
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⒟

課
税
繰
延
べ
の
定
義

金
子
宏
教
授
は
「
あ
る
所
得
を
当
面
は
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
の
取
得
価
額
を
そ
の
金
額
だ

け
減
額
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
面
失
っ
た
税
収
を
後
に
回
復
す
る
制
度
で
あ

９
）

る
」
と
し
、
石
森
宏
宣
税
理
士
は
「
本
来
、
今
、
課
す
べ

き
と
こ
ろ
を
課
さ
な
い
で
見
送
り
、
将
来
の
、
あ
る
時
点
で
課
税
す
る
一
種
の
課
税
技
術
を
い

10
）

う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
庄
資
教
授
は
「
課
税
繰
延
は
収
益
の
繰
延
の
み
な
ら
ず
、
費
用
の
計
上
や
取
得
原
価
ま
た
は
帳
簿
価
格
の
引
継
ぎ
、

評
価
損
益
の
計
上
時
期
の
操
作
を
含
む
広
範
な
概
念
で
あ
る
」
と
し
、
制
度
と
し
て
よ
り
も
、
手
法
と
し
て
課
税
繰
延
べ
概
念
の
定
義
を

し
て
い

11
）

る
。

こ
れ
ら
の
定
義
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
課
税
を
い
わ
ゆ
る
〞
後
回
し
〝
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
課
税
が
な
ぜ
、
後
回
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し
と
な
る
の
か
と
い
う
、
課
税
の
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
課
税
対
象
と
し
て
の
所
得
が
課
税
さ
れ

て
い
く
過
程
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
第
一
に
課
税
対
象
と
な
る
所
得
が
課
税
さ
れ
る
た
め
の
大
前
提
と
し
て
、
所
得
の
認
識

（reco
g
n
ize

）が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
課
税
を
後
回
し
に
す
る
と
は
、
認
識
さ
れ
た
所
得
の
課
税
を
見
送
る

の
か
、
あ
る
い
は
所
得
の
認
識
そ
の
も
の
を
見
送
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
金
子
教
授
の
定
義
に
よ
る
、「
あ
る
所
得
を
当
面

は
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
石
森
税
理
士
の
「
課
す
べ
き
と
こ
ろ
を
課
さ
な
い
で
」
と
い
う
こ
と
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

米
国
の
税
法
に
お
い
て
は
、
所
得
の
「
認
識
」（reco
g
n
ize

）
と
「
実
現
」（rea

lize

）
と
の
区
別
は
重
要
で
あ

12
）

り
、
次
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
実
現
」（rea

lize

）
と
は
、
所
得
を
認
識
さ
せ
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
各
期
間
に
属
す
る
所
得
を
合

理
的
に
把
握
す
る
手
段
で
あ
る
。
一
方
、「
認
識
」（reco

g
n
ize

）
と
は
、
所
得
を
い
つ
の
会
計
年
度
に
属
す
る
も
の
と
見
る
か
と
い
う
、

期
間
帰
属
の
決
定
を
指
す
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
原
則
的
に
実
現
所
得
は
、
実
現
さ
れ
た
期
に
認
識
さ
れ
、
認
識
さ
れ
な
い
で
課
税
さ

れ
な
い
場
合
と
し
て
、
永
久
的
に
課
税
さ
れ
な
い
も
の
と
、
繰
延
べ
ら
れ
る
も
の
と
に
二
分
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い

13
）

る
。
後
者
の
繰
延

べ
は
、
ま
さ
に
所
得
認
識
の
繰
延
べ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
未
実
現
（n

o
n
-rea

lize

）
利
益
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
実
現
さ
れ
て
い
な
の

で
、
こ
こ
で
い
う
所
得
認
識
の
繰
延
べ
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、「
実
現
」
と
「
認
識
」
の
区
別
、
さ
ら
に
実
現
概
念
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
曖
昧
で
あ

14
）

り
、
会
計
の
基
本
原
則
で

あ
る
「
企
業
会
計
原
則
」
に
も
そ
の
概
念
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
認
識
と
同
義
語
と
し
て
「
計
上
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ

れ
る
な
ど
の
混
乱
が
見
受
け
ら
れ
る
。

⒠

本
稿
に
お
け
る
定
義

本
稿
に
お
い
て
は
、
会
計
理
論
の
原
則
も
考
慮
に
入
れ
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
課
税
繰
延
べ
と
は
、「
所
得
が
当
期
に
お
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い
て
実
現
さ
れ
て
い
て
も
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、
所
得
の
認
識
を
翌
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
の
期
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
課

税
の
機
会
（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
を
延
期
す
る
こ
と
を
い
う
」。
さ
ら
に
、「
課
税
の
繰
延
べ
」
に
は
、「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
と
「
結

果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
の
二
つ
概
念
が
存
在
す

15
）

る
。

つ
ま
り
、「
課
税
の
繰
延
べ
」と
は
、
単
に
課
税
を
後
回
し
に
す
る
と
い
う
技
術
的
方
法
で
は
な
く
、
課
税
の
前
提
と
し
て
、
実
現
↓
認

識
↓
課
税
と
い
っ
た
一
連
の
流
れ
の
う
ち
、
認
識
を
延
期
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
延
期
の
方
法
は
、「
認
識
の
延
期
」そ
の
も
の
を
制

度
、
つ
ま
り
税
法
が
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
も
の
と
、
様
々
な
手
法
を
用
い
て
最
終
的
に
認
識
の
延
期
を
勝
ち
取
る
も
の
、
つ
ま
り
タ
ッ

ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
や
租
税
回
避
等
タ
ッ
ク
ス
・
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ

16
）

る
。

そ
し
て
、
制
度
が
認
識
を
当
期
に
行
わ
な
い
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

注１
）

近
代
的
な
意
味
で
の
所
得
課
税
は
一
七
九
九
年
の
イ
ギ
リ
ス
に
端
を
発
し
、
今
日
で
は
多
く
の
国
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
（
金
子
宏
『
租
税
法
第
十

二
版
』
一
五
六
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
））。
そ
し
て
、
所
得
課
税
の
今
日
的
問
題
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
タ
ン
ッ
イ
ー
財
務
部
長
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
キ
ン

グ
常
務
理
事
が
一
九
九
七
年
五
月
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
誌
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
所
得
を
生
み
出
す
資
産
が
固
定
資
産
以
外
は
す
べ
て
税
負
担
の
低
い
国
に
移

動
し
て
し
ま
う
こ
と
や
電
子
商
取
引
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
課
税
（「N

ew
 
T
a
x
w
s fo

r a
 
N
ew
 
E
co
n
o
m
y

」G
o
v
ern

m
en
t In

fo
rm
a
tio
n
 
in
 
C
a
n
a
d
a

 
V
o
l2 N

o
4 1996

）
な
ど
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）

石
島
弘
『
課
税
権
と
課
税
物
件
の
研
究
』
一
二
五
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
）。

（
３
）

金
子
・
前
掲
注
（
１
）
一
五
六
頁
以
下
、
山
本
守
之
『
租
税
法
の
基
礎
理
論
』
二
四
九
頁
以
下
（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
四
）
等
。
所
得
概
念
を
巡
る

研
究
業
績
は
租
税
法
の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
、
財
政
学
等
枚
挙
に
い
と
ま
が
無
い
。
租
税
法
に
お
い
て
は
、
金
子
宏『
所
得
概
念
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九

九
五
）
が
詳
細
で
あ
る
。

（
４
）

宮
本
憲
一
・
鶴
田
廣
巳
編
著
『
所
得
税
の
理
論
と
思
想
』
一
三
二
頁
以
下
（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
一
）。
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Ｓ
｜
Ｈ
｜
Ｓ
の
定
義
（S

ch
n
z-H

a
ig
-S
im
o
n
s co

n
cep

t

）
に
よ
れ
ば
所
得
と
は
、
純
資
産
を
増
加
さ
せ
る
も
の
す
べ
を
指
し
、
未
実
現
利
益
、
帰
属
所

得
な
ど
も
所
得
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
５
）

認
識
と
測
定
に
関
し
、
新
井
清
光
『
新
版
財
務
会
計
論
』
一
八
一
頁
（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
八
）。

（
６
）

自
家
用
住
宅
の
居
住
に
か
か
る
帰
属
所
得
（Im

p
u
ted In

co
m
e

）、
生
活
用
動
産
の
譲
渡
（
所
得
税
法
九
条
一
項
九
号
）
等
。

（
７
）

免
税
特
権
と
し
て
の
人
的
課
税
除
外
、
例
え
ば
外
交
官
免
税
、
公
益
法
人
等
の
非
課
税
特
権
、
オ
ー
プ
ン
型
証
券
投
資
信
託
の
収
益
調
整
金
（
所
得
税
法

九
条
一
項
一
一
号
）、
文
化
功
労
年
金
等
（
所
得
税
法
九
条
一
項
一
三
号
）
等
。

（
８
）

相
続
、
遺
贈
、
贈
与
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
（
所
得
税
法
九
条
一
項
一
五
号
）
等
。

（
９
）

金
子
・
前
掲
注
（
１
）
一
四
四
頁
。
木
村
教
授
も
「
課
税
繰
延
と
は
、
あ
る
所
得
を
当
面
は
課
税
物
件
か
ら
除
外
す
る
が
、
取
得
し
た
財
産
の
取
得
価
額

を
そ
の
金
額
だ
け
資
産
の
額
か
ら
減
額
し
、
そ
の
費
用
化
を
事
後
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
面
失
っ
た
税
収
を
後
に
回
復
す
る
制
度
」
と
金
子
教

授
と
同
じ
見
解
に
立
た
れ
て
い
る
（
木
村
弘
之
亮
『
租
税
法
総
則
』
二
一
五
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
八
））。

（
10
）

日
本
税
理
士
連
合
会
編
『
税
務
用
語
辞
典
』
二
一
六
頁
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
三
）。

（
11
）

本
庄
資
『
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
事
例
研
究
』
七
八
頁
（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
四
）。

（
12
）

伊
藤
公
哉
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
法
』
一
六
頁
（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
一
）。

（
13
）

い
わ
ゆ
る
非
課
税
に
対
応
す
る
概
念
と
し
て
米
国
税
法
に
お
い
て
は
「
除
外
（E

x
clu
d
e

）」
と
い
う
表
現
の
他
、
恒
久
的
非
課
税
（ta

x
-free

）、
取
り
あ

え
ず
今
回
は
課
税
さ
れ
な
い
（n
o
n
ta
x
a
b
le

）
等
が
、
繰
延
べ
（d

eferra
l

）
と
区
別
さ
れ
た
概
念
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
（
伊
藤
・
前
掲
（
12
）
四
四

頁
）。

（
14
）

中
央
青
山
監
査
法
人
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
収
益
の
認
識

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
理
論
と
実
務
』
八
五
頁
以
下
（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
四
）。

（
15
）

課
税
繰
延
べ
の
区
分
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
、
容
認
さ
れ
る
課
税
繰
延
べ
を「
良
い
課
税
繰
延
べ
」、
排
除
さ
れ
る
課
税
繰
延
べ
を「
悪
い
課
税
繰
延
べ
」

と
定
義
す
る
も
の
も
あ
る
。
占
部
裕
典
『
国
際
的
企
業
課
税
法
の
研
究
』
一
三
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
八
）。

（
16
）

課
税
繰
延
べ
の
定
義
に
関
し
、
法
律
的
観
点
の
定
義
よ
り
も
、
経
済
的
効
果
を
重
視
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
課
税
繰
延
べ
の
区
分
を
志
向

せ
ず
、
実
質
的
効
果
に
着
目
し
た
見
解
で
あ
る
。
中
里
実
『
金
融
取
引
と
課
税
』
一
五
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
）。
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第
二
節

課
税
繰
延
べ
制
度
の
問
題
点
と
検
討

課
税
繰
延
べ
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
前
節
で
指
摘
し
た
、「
結
果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」と
、「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」

の
区
別
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
結
果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」と
は
、
税
法
上
の
様
々
な
規
定
あ
る
い
は
、
私
法
上
の
諸
規
定
を
利
用
し
、
収
入
ま
た
は
経
費
等
の
実

現
（rea

rize

）
の
時
期
を
意
識
的
に
調
整
し
、
課
税
の
繰
延
べ
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
は
、「
実
現
」（rea

lize

）
し
た
所
得
の
「
認
識
」（reco

g
n
ize

）
を
、
税
法
上
繰
延

べ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

「
結
果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
の
例
と
し
て
は
、
一
般
に
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
（T

a
x S

h
elt

１
）

er

）
の
手
法
と
し
て
、
収
益
の
計

上
時
期
、
そ
れ
に
対
応
す
る
費
用
の
計
上
時
期
、
計
上
方
法
を
技
術
的
に
調
整
す
る
手
法
、
つ
ま
り
、「
期
間
損
益
」の
操
作
に
よ
る
課
税

繰
延
べ
を
典
型
例
と
し

２
）

て
、
外
国
子
会
社
を
利
用
し
た
も

３
）

の
、
資
産
の
評
価
替
え
を
利
用
し
た
も
の

４
）

等
、
そ
の
手
法
は
多
様
化
し
つ
つ
あ

５
）
６
）

る
。「

制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」の
例
と
し
て
は
、
一
般
に
事
業
用
資
産
の
交

７
）

換
、
居
住
用
資
産
の
譲

８
）

渡
、
公
用
収
用
等
に
よ
る
資
産
の

異
動
に
係
る
収
益
の
課
税
繰
延

９
）

べ
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

両
者
に
共
通
す
る
課
税
繰
延
べ
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
は
、
課
税
が
将
来
に
向
か
っ
て
延
期
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
将
来

的
に
は
課
税
が
な
さ
れ
る
た
め
、
税
の
徴
収
も
れ
と
い
う
事
態
は
発
生
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
問
題
点
は
さ
ほ
ど
指
摘
さ
れ
る

こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
と
い
う
技
術
的
な
課
税
繰
延
べ
が
、
今
日
の
経
済
活
動
の
な
か
で
、
い
わ
ば
流
行
と
な
っ
て
い
る
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こ
と
が
、
課
税
繰
延
べ
の
問
題
の
重
大
さ
を
気
付
か
せ
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ

10
）

る
。

こ
れ
は
、「
結
果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」が
本
来
の
税
法
の
趣
旨
を
逸
脱
し
つ
つ
も
、
形
式
的
に
は
合
法
性
を
持
っ
た
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ

ル
タ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
が
濫
用
的
で
あ
る
こ
と
が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ス
キ
ー
ム
に
よ
っ
て
は
失
わ
れ
た
税
収
は
、
回

収
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
制
度
と
し
の
課
税
繰
延
べ
」は
そ
の
趣
旨
に
沿
え
ば
、
失
わ
れ
た
税
収
は
い
つ
か
は
回
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
課
税

が
繰
延
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
納
税
者
の
享
受
す
る
利
益
が
、
租
税
原
則
の
ひ
と
つ
で
あ
る
公
平
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
は
税
法
上
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
税
負
担
を
図
る
こ
と
は
納
税
者
の
権
利
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
制
度
が
租
税
原
則

に
違
反
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
納
税
者
全
体
の
利
益
に
反
し
、
制
度
と
し
て
許
容
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
課
税
繰
延
べ
」が
制
度

と
し
て
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
理
由
が
説
明
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
当
該
課
税
繰
延
べ
が
租
税
原
則
に
反
し
て
い
な
い
と
い
う
条

件
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
節
に
お
い
て
は
「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
と
租
税
原
則
、
課
税
繰
延
べ
の
利
益
の
関
係
を
考
察
し

て
み
る
こ
と
と
す
る
。

㈠

租
税
原
則
と
課
税
繰
延
べ

国
家
に
お
け
る
税
制
の
構
築
に
あ
た
っ
て
、
租
税
の
賦
課
を
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
行
う
か
に
つ
い
て
、
租
税
原
則
が
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
租
税
原
則
に
お
い
て
、
最
も
尊
重
さ
れ
、
共
通
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
公
平
」と
い
う
原
則
で
あ

11
）

る
。
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こ
の
租
税
原
則
を
基
に
、
水
野
忠
恒
教
授
は
租
税
法
の
基
本
原
則
と
し
て
、「
租
税
の
法
形
式
に
関
す
る
原
則
」（
憲
法
八
四
条
｜
租
税

法
律
主
義
）
と
「
内
容
に
関
す
る
原
則
」（
憲
法
一
四
条
｜
法
の
下
の
平
等
）
の
二
点
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

12
）

る
。

こ
こ
で
、「
課
税
繰
延
べ
」
が
問
題
と
な
る
の
は
、
後
者
の
「
内
容
に
関
す
る
原
則
」
で
あ
り
、
水
野
教
授
は
そ
れ
を
租
税
公
平
主
義
と

位
置
付
け
、
そ
の
内
容
は
平
等
原
則
一

13
）

般
と
同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
「
担
税
力
に
即
し
た
課
税
」
と

租
税
の
「
公
平
」
な
い
し
「
中
立
性
」
を
要
請
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

14
）

る
。

「
課
税
の
繰
延
べ
」
は
、
平
等
原
則
の
も
と
一
般
に
、
例
外
的
に
課
税
の
公
平
の
要
求
を
解
除
さ
れ
て
い
る
人
的
非
課
税
（
免
税
特
権
）、

及
び
物
的
非
課
税
と
異
な
る
概
念
と
さ
れ
て
お
り
、
課
税
繰
延
べ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
ど
れ
程
の
利
益
を
受
け

る
の
か
考
慮
し
、
そ
の
程
度
が
課
税
の
公
平
を
害
す
る
も
の
な
の
か
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

課
税
繰
延
べ
の
利
益

税
源
を
何
に
求
め
る
か
は
古
く
か
ら
議
論
の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、今
日
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
包
括
的
所
得
概
念
の
も
と
で
は
、

所
得
・
資
産
・
消
費
の
間
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
課
税
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い

15
）

る
。
こ
の
よ
う
な
課
税
物
件
の
選
択
と
は
別
に
、
課
税

方
法
の
選
択
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
両
者
は
区
別
し
て
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

16
）

い
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
前
提
に
、「
課
税
繰
延
べ
」に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
資
産
に
対
す
る
課
税
で
あ

17
）

る
。
資
産
に
対
す
る
課
税
に

は
、
資
産
そ
の
も
の
つ
ま
り
ス
ト
ッ
ク
に
対
す
る
課
税
（
例
え
ば
固
定
資
産
税
、
地
価
税
、
資
産
譲
渡
税
等
）
と
資
産
が
生
み
だ
す
税
つ

ま
り
フ
ロ
ー
に
対
す
る
税
（
例
え
ば
不
動
産
所
得
税
等
）
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
と
り
わ
け
ス
ト
ッ
ク
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
繰
延
べ
利
益
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
所
得
や
消
費
に
対
す
る
課
税
の
繰
延
べ
利
益
の
発
生
が
、
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
課
税
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
と
り
わ
け
収
益
の
計
上
延
期
や
費
用
の
繰
上
げ
等
の
操
作
に
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よ
り
、
所
得
・
消
費
課
税
に
お
い
て
も
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
納
税
者
は
課
税
繰
延
べ
の
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
利
益
を
享
受
し
得
る
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

れ
ま
で
一
般
的
に
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
課
税
繰
延
べ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
税
収
は
、
い
ず
れ
取
り
戻
さ
れ
、
真
に
失
わ
れ
る
部

分
は
金
利
相
当
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
限
っ
て
言
え
ば
、
包
括
的
所
得
概
念
の
も
と
で
は
、
理
論
的
に
は
含
み
益
に
課
税
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
現
実
的
に
は
執
行
の
困
難
性
を
根
拠
に
、
現
時
点
に
お
い
て
は
ど
の
国
に
お
い
て
も
、
売
却
時
に
課
税
す
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
質
的
に
課
税
が
繰
延
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
売
却
時
（
実
現
時
）
ま
で
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
は
、

所
有
期
間
（
未
実
現
段
階
）
に
お
い
て
、
本
来
支
払
う
べ
き
所
得
税
が
、
売
却
時
ま
で
政
府
か
ら
納
税
者
に
無
利
子
で
貸
与
さ
れ
て
い
る

の
に
等
し
く
、
課
税
繰
延
べ
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、
免
税
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
指
摘
も
あ

18
）

る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
土
地
や
株
へ
の
投
資
が
、
預
貯
金
や
債
券
へ
の
投
資
に
比
べ
有
利
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
わ
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
売
却
時
（
実
現
時
）
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ッ
ク
・
イ
ン
効
果
（lo

ck
-in effect

凍
結

効
果
）
が
生
じ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

19
）

が
、
そ
の
対
策
の
一
つ
が
課
税
繰
延
べ
（
ロ
ー
ル
・
オ
ー
バ
ー
）
方
式
の
採
用
で
あ

20
）

る
。
こ
の

方
式
は
、
例
え
ば
居
住
用
資
産
に
つ
い
て
だ
け
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
平
上
さ
ほ
ど
問
題
は
な
い
が
、
凍
結
効
果
緩
和
作
用
を
十

分
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
広
範
な
各
種
の
資
産
間
の
代
替
を
認
め
る
場
合
に
は
、
公
平
面
で
重
大
な
弊
害
を
伴
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

21
）

る
。こ

の
よ
う
な
議
論
を
背
景
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
課
税
繰
延
べ
の
効
果
を
計
量
的
に
捉
え
、
租
税
法
と
の
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
い
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う
新
し
い
試
み

22
）

が
、
川
端
康
之
教
授
や
中
里
実
教
授
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
川
端
教
授
は
、
時
間
の
貨
幣
的
価
値
と
課
税
に
つ

い
て
、
時
間
の
貨
幣
的
価
値
を
制
度
的
に
考
え
る
際
に
は
、
二
つ
の
接
近
方
法
が
あ
り
、
一
つ
は
所
得
と
し
て
の
利
子
の
認
識
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
課
税
の
繰
延
べ
や
非
課
税
措
置
に
よ
っ
て
納
税
者
が
享
受
す
る
便
益
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
納
税
者

の
享
受
し
う
る
経
済
的
価
値
は
、
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
さ
れ
た
金
額
で
は
な
く
、
そ
の
金
額
と
納
税
者
の
限
界
税
率
の
積
で
あ
る
と
さ

れ
、
租
税
法
解
釈
の
前
提
と
し
て
、
便
益
が
納
税
者
の
限
界
税
率
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
点
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
費
用
収
益
の
計
上
時
期
の
問
題
は
、
単
に
会
計
的
に
み
て
ど
の
時
点
で
計
上
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
と
い
う
こ

と
で
は
不
十
分
で
、
む
し
ろ
法
律
問
題
の
核
心
は
「
い
ま
支
払
う
か
そ
れ
と
も
後
で
支
払
う
か
」
な
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
川
端
教

授
は
こ
の
課
税
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
問
題
を
、
解
釈
論
と
結
び
付
け
る
必
要
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
に
は
本
稿
で
い
う
「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
る
理
論
的
裏
付
け
と
そ

の
解
釈
原
理
が
、
前
記
の
よ
う
な
新
し
い
方
法
論
を
基
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
結
果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
に
お

い
て
は
、
ま
さ
に
解
釈
論
と
し
て
、
そ
れ
が
税
法
上
許
容
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
で
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
中
里
教
授
は
課
税
繰
延
べ
に
よ
り
、
納
税
者
が
得
る
利
益
と
し
てG

ra
etz

の
所
説
を
引
用
し
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

納
税
者
が
課
税
繰
延
べ
に
よ
り
得
る
利
益
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
利
益
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
政
府
か
ら
納
税
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
無
利
子
融
資
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
最
も
一
般
的
な
理
解
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
繰
延
べ
利
益
に
対
し
て
も
結
果
的
に
課
税
が
毎
年
及
ぶ
と
い
う
点
を
考
え
る
と
そ
の
説
明
は
単
純
す
ぎ
る
と
し
て
い
る
。

第
二
に
、
税
率
の
軽
減
と
同
視
し
う
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
の
課
税
繰
延
べ
は
様
々
な
形
態
が
あ
る
た
め
に
、
課
税
繰
延
べ
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
利
益
の
計
算
は
税
率
の
軽
減
の
計
算
に
比
べ
ず
っ
と
複
雑
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
三
に
は
、
一
定
の
場
合
に
非
課
税
と
同
様
の
経
済
的
効
果
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。
そ
の
経
済
的
効
果
は
、
減
価
償
却
に
お
け
る
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ex
p
en
sin
g

（
資
産
取
得
費
の
当
期
費
用
化
、
な
い
し
資
産
取
得
費
の
取
得
時
全
額
控
除
）
に
相
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
以
上
の
よ
う
な
課
税
繰
延
べ
の
利
益
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
を
計
量
的
に
説
明
す
る
た
め
事
例
を
設
定
し
、
計
算
す
れ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
と
し
て
い
る
。
事
例
に
つ
い
て
は
、
前
記
三
つ
の
事
例
に
区
分
し
、
一
つ
は
土
地
に
関
す
る
圧
縮
記
帳
の
よ
う
な
場
合
、

次
に
土
地
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
実
現
時
ま
で
の
課
税
繰
延
べ
や
、
タ
ッ
ク
ス
・
へ
イ
ブ
ン
に
設
立
さ
れ
た
子
会
社
の
利
益
に
対
す

る
親
会
社
の
配
当
受
取
時
ま
で
の
課
税
繰
延
べ
、
最
後
に
は
、
減
価
償
却
資
産
に
関
す
る
圧
縮
記
帳
の
よ
う
な
場
合
と
し
て
い
る
。
い
ず

れ
も
、
条
件
と
し
て
は
、
二
、〇
〇
〇
円
の
税
額
支
払
い
、
〇
年
度
か
ら
二
年
間
の
繰
延
べ
、
利
子
率
一
〇
％
、
税
率
五
〇
％
の
単
純
モ
デ

ル
で
あ
る
。

モ
デ
ル
一
、
土
地
に
関
す
る
圧
縮
記
帳
の
場
合

支
払
の
繰
延
べ

二
、
〇
〇
〇
円

↓

二
年
後
の
額

二
、
三
一
〇
円

税
率
五
〇
％

↓

税
引
後
の
額

二
、
二
〇
五
円

二
、
二
〇
五
円
｜
二
、
〇
〇
〇
円＝

二
〇
五
円
（
二
年
後
の
繰
延
べ
の
利
益
）

〇
年
度
末
に
お
け
る
現
在
価
値

二
〇
五
／
一
・
一
の
二
乗＝

一
六
九

モ
デ
ル
二
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
実
現
時
ま
で
の
場
合

こ
の
場
合
〇
年
度
末
と
一
年
度
末
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
、
〇
〇
〇
円
ず
つ
支
払
う
べ
き
租
税
の
支
払
が
二
年
度
末
ま
で
、
繰
延
べ
ら
れ

た
と
い
う
条
件
を
付
け
る
。（
こ
の
設
定
は
包
括
所
得
概
念
の
も
と
、
未
実
現
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
対
し
て
も
毎
年
課
税
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
｜
筆
者
注
）
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〇
年
度
末
支
払
の
繰
延
べ
（
一
年
度
末
）

一
、
一
〇
〇
円
（
税
引
後
一
、
〇
五
〇
円
）

一
年
度
末
支
払
の
繰
延
べ
（
二
年
度
末
）

一
、
一
五
五
円
（
税
引
後
一
、
一
〇
三
円
）＋
一
、
一
〇
〇
円

税
引
後
一
、
〇
五
〇
円
）＝

税
引
後
二
、
一
五
三
円

二
、
一
五
三
円
｜
二
、
〇
〇
〇
円＝

一
五
三
円
（
二
年
後
の
繰
延
べ
利
益
）

〇
年
度
末
に
お
け
る
現
在
価
値

一
五
三
／
一
・
一
の
二
乗＝

一
二
六

モ
デ
ル
三
、
減
価
償
却
資
産
に
関
す
る
圧
縮
記
帳

こ
の
場
合
も
前
記
と
同
様
一
年
度
末
に
一
、
〇
〇
〇
円
と
二
年
度
末
に
一
、
〇
〇
〇
円
繰
延
べ
ら
れ
た
と
い
う
条
件
を
つ
け
る
。

一
年
度
末

二
、
二
〇
〇
円
（
税
引
後
二
、
一
〇
〇
円
）｜
一
、
〇
〇
〇
円＝

一
、
一
〇
〇
円

二
年
度
末

一
、
二
一
〇
円
（
税
引
後
一
、
一
五
五
円
）｜
一
、
〇
〇
〇
円＝

税
引
後
一
五
五
円
（
二
年
後
の
繰
延
べ
利
益
）

〇
年
度
末
に
お
け
る
現
在
価
値

一
五
五
／
一
・
一
の
二
乗＝

一
二
八

以
上
の
よ
う
に
、
単
純
な
モ
デ
ル
で
は
あ
る
が
、
課
税
繰
延
べ
の
経
済
的
利
益
は
あ
る
程
度
数
量
的
に
把
握
で
き
、
こ
の
数
字
が
客
観

的
に
課
税
の
公
平
の
問
題
を
考
慮
す
る
指
針
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
課
税
繰
延
べ
が
、
最
終
的
に
税
収
を
回

復
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
根
拠
の
も
と
、
課
税
繰
延
べ
の
利
益
を
軽
視
し
、
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
す
る
に
は
十
分

の
も
の
で
あ
ろ

23
）

う
。

そ
し
て
、
課
税
繰
延
べ
に
よ
っ
て
毎
年
受
け
る
利
益
は
、
租
税
原
則
と
く
に
公
平
の
概
念
と
の
関
係
か
ら
、
課
税
繰
延
べ
を
認
容
す
る

理
論
的
根
拠
の
説
明
や
、
税
制
・
課
税
の
構
築
モ
デ
ル
の
立
案
に
と
っ
て
考
慮
す
べ
き
重
要
な
項
目
な
の
で
あ
る
。
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現
状
に
お
け
る
わ
が
国
の
「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
の
利
益
は
、
市
場
の
利
子
率
が
極
端
に
低
い
こ
と
、
代
替
資
産
を
海
外
で

取
得
す
る
事
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
等
か
ら
、
公
平
の
原
則
に
反
す
る
に
至
る
ま
で
の
利
益
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
の
市

場
の
変
化
等
に
よ
っ
て
は
、
公
平
の
原
則
に
反
す
る
利
益
を
特
定
の
者
が
享
受
し
う
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。

注１
）

タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
と
い
う
言
葉
は
、
従
来
使
用
さ
れ
て
い
た
租
税
回
避
と
は
多
少
異
な
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
内
容
は

何
か
と
い
う
問
い
に
は
明
確
な
回
答
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
極
端
な
例
で
は
中
里
教
授
が
「
課
税
逃
れ
商
品
」
と
い
う
訳
語
を
付
け
て
い
る
。
そ
の
実
態

は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
一
九
八
六
年
税
制
改
革
以
前
の
高
額
所
得
者
（
当
時
の
最
高
税
率
は
五
〇
％
）
の
節
税
対
策
に
端
を
発
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
最
高
税
率
が
二
八
％
に
引
き
さ
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
下
火
と
な
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
再
び
利
用
者
が
増
加
し
、
今
日
米
国
で
は

大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
一
年
ゴ
ー
ト
ン
報
告
書
、
一
九
九
九
年
タ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ル
タ
ー
白
書
等
の
公
的
報
告
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

例
え
ば
、
債
権
ス
ト
ラ
ド
ル
（D
eb
t S
tra
d
d
les

）、
パ
ス
ス
ル
ー
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ス
ト
ラ
ド
ル
（P

a
ss-th

ro
u
g
h en

tity S
tra
d
d
le

）、
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
・
ス
ト
ラ
ド
ル
（P

a
rtn
ersh

ip
 
S
tra
d
d
le

）、
想
定
元
本
契
約
（N

o
tio
n
a
l P

rin
cip
a
l C

o
n
tra
ct;

N
P
C

）
等
が
該
当
す
る
。
本
庄
資
『
ア
メ

リ
カ
ン
・
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー

基
礎
研
究
』
一
〇
三
頁
（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。

（
３
）

例
え
ば
、
ベ
ー
シ
ス
引
上
げ
（In

fla
ted B

a
sis

）
本
庄
・
上
掲
一
〇
六
頁
参
照
、
フ
ォ
ー
リ
ン
・
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
（fo

reig
n fa

cto
rin
g

）、
リ
ー
ス

イ
ン
・
リ
ー
ス
ア
ウ
ト
（lea

se-in
/lea

se-o
u
t;
L
IL
O

）、
旺
文
社
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
事
件
（
東
京
高
裁
平
成
一
六
年
一
月
二
八
日
判
決

判
例
時
報
一
九

一
二
号
五
一
頁

東
京
地
裁
平
成
一
三
年
一
一
月
九
日
判
決

判
例
時
報
一
七
八
四
号
四
五
頁
）。

（
４
）

例
え
ば
、
エ
ン
ロ
ン
社
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
コ
ン
ド
ル
（P

ro
ject C

o
n
d
o
r

）
等
。

（
５
）

例
え
ば
、C

O
L
I /T

O
L
I

、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ペ
イ
・
ス
ト
ッ
ク
（fa

st-p
a
y
sto
ck

）、
ス
テ
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・
プ
リ
フ
ァ
ー
ド
（step

-d
o
w
n p

referred

）、

エ
ン
ロ
ン
社
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ア
パ
ッ
チ
（P

ro
ject A

p
a
ch
e

）
等
。

（
６
）

わ
が
国
に
お
け
る
事
例
は
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
を
利
用
し
た
日
本
ス
リ
ー
エ
ス
社
事
件
（
東
京
地
裁
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
判
決

訟

務
月
報
四
八
巻
一
一
号
二
七
八
五
号
）、
パ
チ
ン
コ
平
和
事
件
（
東
京
高
裁
平
成
一
一
年
五
月
三
一
日
判
決

税
務
訴
訟
資
料
二
四
三
号
一
二
七
頁
）、
岩
瀬
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事
件
（
東
京
高
裁
平
成
一
一
年
六
月
二
一
日
判
決

判
例
時
報
一
六
八
五
号
三
三
頁
）、
パ
ラ
ツ
ィ
ー
ナ
（
映
画
フ
ィ
ル
ム
）
事
件
（
大
阪
高
裁
平
成
一
二
年

一
月
一
八
日
判
決

訟
務
月
報
四
七
巻
一
二
号
三
七
六
七
号
）、
航
空
機
リ
ー
ス
事
件（
名
古
屋
地
裁
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
判
決

判
例
タ
イ
ム
ズ
一

二
〇
四
号
二
二
四
頁
）
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）

米
国
内
国
歳
入
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
一
〇
三
一
条
、
租
税
特
別
措
置
法
三
七
条
。

（
８
）

Ｉ
Ｒ
Ｃ
一
二
一
条
、
租
税
特
別
措
置
法
三
六
条
の
二
、
三
六
条
の
六
。

（
９
）

Ｉ
Ｒ
Ｃ
一
〇
三
三
条
、
租
税
特
別
措
置
法
三
三
条
。

（
10
）

米
国
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
税
制
改
革
の
一
要
因
は
短
期
間
に
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
が
増
大
し
た
こ
と
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ

ル
タ
ー
は
明
白
な
不
公
平
を
生
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
高
橋
利
雄
『
わ
が
国
の
税
制
改
革
の
経
緯
と
租
税
論
の
展
開
』
三
九
頁
（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇

四
）。

（
11
）

こ
の
こ
と
に
関
す
る
最
近
の
文
献
と
し
て
、
日
税
研
論
集
Ｖ
Ｏ
Ｌ
五
四
『
公
平
・
中
立
・
簡
素
・
公
正
の
法
理
』（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
）

参
照
。

（
12
）

水
野
忠
恒
『
租
税
法
』
六
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）。

（
13
）

平
等
原
則
に
関
し
芦
部
信
喜
『
憲
法
新
版
』
一
二
五
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
）。

（
14
）

水
野
・
前
掲
注
（
12
）
一
〇
頁
。

（
15
）

一
九
八
八
年
四
月
税
制
調
査
会
『
税
制
改
革
に
つ
い
て
の
中
間
答
申
』
一
頁
、
一
九
八
八
年
税
制
改
革
法
二
条
等
。

（
16
）

貝
塚
啓
明
ほ
か
編
『
税
制
改
革
の
潮
流
』
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
）。

（
17
）

資
産
課
税
に
関
し
、
石
橋
一
雄
「
資
産
課
税
の
理
論
的
考
察
」
新
潟
産
業
大
学
経
済
学
部
紀
要
第
二
一
号
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
〇
）、
井
澤
保
「
資
産
性
所

得
課
税
と
納
税
者
番
号
制
度
」
東
海
大
学
文
明
研
究
所
紀
要
第
一
〇
号
七
九
頁
以
下
（
一
九
九
〇
）
等
参
照
。

（
18
）

藤
田
晴
「
資
産
所
得
の
課
税
に
つ
い
て
」
近
畿
大
学
商
経
学
叢
第
三
七
巻
第
一
・
二
・
三
号
一
七
六
頁
（
一
九
九
〇
）。

（
19
）

例
え
ば
、
大
沢
俊
一
「
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
税
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
と
資
本
蓄
積
」
札
幌
学
院
商
経
論
集
第
七
巻
第
一
号
一
一
九
頁
以
下
（
一
九
九
〇
）

参
照
。

（
20
）

大
沢
俊
一
「
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
税
と
租
税
回
避
」
名
大
経
済
科
学
三
六
巻
三
号
四
三
頁
（
一
九
八
九
）。

（
21
）

藤
田
・
前
掲
注
（
18
）
一
八
〇
頁
。

（
22
）

川
端
康
之
「
時
間
の
貨
幣
価
値
と
課
税
」
総
合
税
制
研
究
№
１

五
三
頁
以
下
（
納
税
協
会
連
合
会
、
一
九
九
二
）、
中
里
実
『
金
融
取
引
と
課
税
』（
有
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斐
閣
、
一
九
九
八
）
参
照
。
他
に
一
高
龍
司
「
課
税
繰
延
の
利
益
に
関
す
る
一
考
察
」
神
戸
大
院
六
甲
台
論
集
経
営
学
編
第
四
五
巻
第
二
号
二
九
頁
以
下
（
一

九
九
八
）、
吉
村
政
穂
「
所
得
計
上
時
期
の
選
択
に
関
す
る
覚
書
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
№
一
二
六
八

二
一
四
頁
（
二
〇
〇
四
）。

（
23
）

課
税
繰
延
べ
の
理
解
に
は
キ
ャ
リ
ー
ブ
ラ
ウ
ン
モ
デ
ル
を
徹
底
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
も
照
会
さ
れ
て
い
る
。

一
〇
、
〇
〇
〇
円
の
給
与
所
得
を
得
て
い
る
投
資
家
が
、
次
の
三
つ
の
Ｏ
Ｐ
に
投
資
す
る
事
例
と
し
て
税
率
（
四
〇
％
）、
利
子
率
（
一
〇
％
）
を
一
定
と

し
Ｏ
Ｐ
１
は
、
毎
年
一
〇
％
の
課
税
対
象
と
な
る
利
子
が
付
く
債
券
、
Ｏ
Ｐ
２
は
毎
年
一
〇
％
の
非
課
税
利
子
が
付
く
債
券
、
Ｏ
Ｐ
３
は
毎
年
一
〇
％
の
課

税
対
象
と
な
る
利
子
が
付
き
か
つ
債
券
の
コ
ス
ト
が
即
時
に
費
用
化
で
き
る
債
券
と
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
場
合
、
Ｏ
Ｐ
３
は
債
券
コ
ス
ト
が
即
時
に
費

用
化
で
き
る
た
め
、
給
与
所
得
と
債
券
コ
ス
ト
は
相
殺
さ
れ
、
当
年
は
課
税
さ
れ
ず
全
額
投
資
で
き
る
。（
課
税
繰
延
べ
の
事
例
）。
そ
し
て
そ
の
効
果
は
Ｏ

Ｐ
２
（
非
課
税
の
事
例
）
と
等
し
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

①OP１ ②OP２ ③OP３

総所得 10000 10000 10000

控除 0 0 10000

税 4000 4000 0

投資額 6000 6000 10000

収益率 600 600 1000

税 240 非課税 400

純受取額 360 600 600

中村繁隆「課税繰延べ防止策の研究―FIF
（Foreign Investment Fund）ルールを主題と

して」税研125号107頁（日本税務研究セン

ター、2006）
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第
三
節

ま
と
め

本
章
に
お
い
て
は
、「
課
税
繰
延
べ
」
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
そ
の
定
義
を
確
定
し
た
。
従
来
、
法
律
上
の
「
課
税
繰
延
べ
」
の
定
義
は

曖
昧
で
一
義
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
新
た
に
「
課
税
繰
延
べ
」
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
こ
の
概
念
に
当
て
は

ま
ら
な
い
も
の
は
、
課
税
繰
延
べ
以
外
の
概
念
、
例
え
ば
課
税
除
外
（
非
課
税
）
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

「
課
税
繰
延
べ
」
と
は
、「
所
得
が
当
期
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
て
も
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、
所
得
の
認
識
を
翌
期
あ
る
い
は
そ

れ
以
降
の
期
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
課
税
の
機
会
（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
を
延
期
す
る
こ
と
を
い
う
」。
そ
し
て
、「
課
税
繰
延
べ
」
に

は
、「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
と
「
結
果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
が
存
在
す
る
。

「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」と
は
、
本
稿
が
考
察
す
る
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
の
よ
う
に
、
税
法
が
正
面
か
ら
課
税
繰
延

べ
を
容
認
し
て
い
る
も
の
で
、「
結
果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
と
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
税
法
の

種
々
の
規
定
を
利
用
し
た
り
、
組
合
わ
せ
た
り
し
て
課
税
繰
延
べ
を
技
術
的
に
導
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
課
税
繰
延
べ
の
利
益
を
得
る
こ

と
を
い
う
の
で
あ
る
。

「
結
果
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」は
今
日
社
会
問
題
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
税
法
の
趣
旨
を
逸
脱
し
濫
用
的
で
あ
れ
ば
、
納
税
者

の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
納
税
道

１
）

義
）
の
低
下
を
招
き
、
課
税
ベ
ー
ス
が
浸
食
さ
れ
、
さ
ら
に
有
害
な
税
の
競
争
（h

a
rm
fu
l ta

x
 

co
m
p
etiti

２
）

o
n

）
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
は
税
法
が
予
定
し
て
い
る
課
税
繰
延
べ
に
対
応
す
る
法

形
式
を
用
い
る
場
合
に
は
何
の
問
題
も
生
じ
な
い
が
、
制
度
と
し
て
租
税
原
則
に
反
す
る
場
合
は
、
制
度
そ
の
も
の
が
納
税
者
全
体
の
利

益
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
こ
で
、
課
税
繰
延
べ
の
利
益
が
租
税
原
則
に
反
し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
が
、
課
税
繰
延
べ
は
そ
の
手
法
に
よ
っ
て
は
非
課
税
に
相

当
す
る
利
益
を
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
程
度
如
何
に
よ
っ
て
は
公
平
の
原
則
に
反
す
る
場
合
も
あ
り
、
制
度
構
築
に
お
い
て
は
考
慮

す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
課
税
繰
延
べ
の
概
念
を
前
提
と
し
て
、
次
章
に
お
い
て
は
「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
の
う
ち
、
公
用
収
用
に
お

け
る
課
税
繰
延
べ
制
度
と
密
接
に
関
係
す
る
他
の
二
つ
の
課
税
繰
延
べ
制
度
を
含
め
、
三
つ
の
形
態
の
制
度
を
わ
が
国
と
米
国
を
対
比
し

て
検
討
を
試
み
る
。
そ
れ
は
公
用
収
用
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
同
種
類
の
交
換（
基
本
的
な
交
換
）、
居
住
用
財
産

の
交
換
・
買
換
を
含
め
た
三
つ
の
形
態
の
課
税
繰
延
べ
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
こ
の
三
つ
の
形
態
の
課
税

繰
延
べ
は
、
新
た
な
課
税
事
業
体
（
例
え
ば
有
限
責
任
組
合：

Ｌ
Ｌ
Ｃ
）
を
介
し
た
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
の
ス
キ
ー
ム
に
利
用
さ
れ

る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

注１
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
低
下
は
、
徴
税
費
用
の
増
大
、
制
度
の
信
頼
低
下
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
わ
が
国
を
始
め
、
ど
の
よ
う
な
国
に
お
い
て
も
政
府
の

関
心
事
で
あ
る（
第
五
回
国
税
審
議
会
議
事
録

平
成
一
六
年
二
月
一
九
日
参
照
）。
国
税
審
議
会
議
事
録
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
: //w

w
w
.n
ta
.

g
o
.jp
/

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は
米
国
の
税
務
行
政
に
お
い
て
古
く
か
ら
関
心
が
持
た
れ
て
い
る
（
橘
光
伸
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
内
国
歳
入
庁
の
執
行
体
制
と
研
究
活
動
」
税
研
四
七
巻
九
頁
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
）、
増
井
良
啓
「
税
務
執
行

の
理
論
」
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
第
六
五
号
一
六
九
頁
（
財
務
省
総
合
政
策
研
究
所
、
二
〇
〇
二
）
参
照
）。

（
２
）

一
九
九
六
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
租
税
委
員
会
に
お
い
て
議
論
が
開
始
さ
れ
、「
有
害
な
税
の
競
争
」
報
告
書
（
一
九
八
八
年
）
等
が
提
出
さ
れ
、
潜
在
的
に
有
害
な

税
制
リ
ス
ト
等
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
有
害
税
制
に
対
し
て
は
加
盟
国
に
縮
減
・
廃
止
を
求
め
て
い
る
。
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